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核燃料サイクル工学研究所原子力事業者防災業務計画の要旨 
 
原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号。以下「原災法」という。）第

7 条第 1 項の規定に基づき、東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所の原子力

事業者防災業務計画を修正いたしましたので、同条第 3 項の規定に基づき、その要旨

を公表します。 
今般の原子力事業者防災業務計画の修正は、茨城県地域防災計画改訂に伴う対策本

部名称及び用語の変更、機構内組織名称及び関係自治体の担当部署名変更に伴う所要

の見直しを行ったものであり、細目の修正のため以下の要旨に変更はありません。 
 
 
第 1 章 総則 
 原子力事業者防災業務計画の作成目的、用語の定義、作成・運用にあたっての基本

的な考え方及び修正する場合の方法等について記載した。 
・ この計画は原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策、

その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために

必要な業務を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な遂行に資することを目的

とする 
・ この計画は原子力災害予防対策の実施、緊急事態応急対策等の実施、原子力災

害事後対策の実施について定める 
・ 原子力防災管理者、副原子力防災管理者、原子力防災要員を含む各研究所の従

業員等はこの計画に基づいて適切に原子力防災活動を行う 
・ 原子力事業者防災業務計画は毎年検討し、必要な場合、修正する 
・ 修正する場合は、自治体（茨城県、東海村）と協議する 
 
 

第 2 章 原子力災害予防対策の実施 
 各研究所の防災組織等の防災体制、原子力防災管理者等の職務、原子力防災組織の

運営、原子力防災体制の宣言、放射線測定設備・原子力防災資機材・防災資料の準備、

関連する施設の点検、防災教育・訓練の実施及び住民への広報活動等について記載し

た。 
・ 各研究所に原子力防災組織を組織し、原子力防災要員等を選任する 
・ 原子力防災管理者は各研究所長とし、原子力防災組織を統括管理する 
・ 副原子力防災管理者は、原子力防災管理者を補佐するとともに、原子力防災管

理者がいない時、その職務を代行する 
・ 原子力防災管理者は、原子力災害発災時には原子力防災組織を設置して関係機

関への通報を行うとともに防災体制の宣言を行う 
・ 機構内外への通報連絡経路を定める 
・ 原災法に基づく通報を行うための放射線測定設備を整備し、定期的に較正する 
・ 原子力防災資機材を整備し、保守点検を行う 
・ 茨城県原子力オフサイトセンターに資料を備える 
・ 原子力防災要員等に対する教育を定期的に実施する 
・ 毎年機構内の防災訓練を実施するとともに、国又は地方公共団体が実施する防



災訓練に共催又は参加・協力する 
・ 国、関係自治体（茨城県、東海村、関係周辺市町村）、地元防災関係機関とは平

常時より相互連絡体制を整備しておく 
・ 茨城県原子力オフサイトセンター及び原子力緊急時支援・研修センターとの連

携等を行う 
・ 平常時より周辺住民に対する広報活動を行う 
・ 国、県、所在町村、関係周辺市町村が行う住民の避難計画等の作成への協力を

行う 
・ 事業所外運搬事故に関わる事前措置を行う 

 
第 3 章 緊急事態応急対策等の実施 
 緊急事態が発生した場合の通報、応急措置の実施、原子力災害合同対策協議会との

連携、原子力防災要員等の派遣について記載した。   
・ 原子力防災管理者は現地対策本部を設置し、原子力防災要員等を招集する 
・ 原子力防災管理者は原災法第 10 条に基づく通報について隣々接市町村を含め

た関係機関にファクシミリで行うとともに、電話により連絡を行う 
・ 原子力防災管理者は事故及び被害状況等を収集し、関係機関に速やかに連絡す

る 
・ 各研究所内における避難、放射線量の測定・評価、緊急医療、消防活動、汚染

拡大防止の措置、広報活動等の応急措置を実施し、関係機関に報告する 
・ 事業所外運搬における事故発生時、現場への要員派遣、原子力災害発生防止の

ための応急措置を講じる 
・ 関係自治体及び茨城県原子力オフサイトセンターへの要員派遣、資機材の提供

等を行う 
・ 人員が不足する場合は機構内他事業所からの支援を要請する 
・ 原災法第１５条に定められた基準に至った場合は、関係機関に報告する 

 
第 4 章 原子力災害事後対策の実施 
 緊急事態解除宣言が出された後の復旧対策、被災者対応、原子力防災要員等の派遣

について記載した。 
・ 緊急事態応急対策の概要、原子力災害事後対策の方針等の報告を行う 
・ 復旧計画の策定、復旧対策を実施する 
・ 被災者からの相談に対応する体制を整備する 
・ 関係自治体等関係機関が行う広報活動、環境放射線モニタリング、汚染検査、

汚染除去等事後対策のための要員派遣、資機材提供等を行う 
・ 人員が不足する場合は機構内他事業所からの支援を要請する 

 
第 5 章 その他 
 他の原子力事業所で原子力災害が発生した場合、要請に応じて実施する支援措置に

ついて記載した。 
・ 緊急時モニタリング、放射性物質による汚染の測定、除染及び災害弱者を含む

避難者の搬送、誘導等への協力を行う 
・ 「原子力事業所安全協力協定」に基づき支援を行う場合は、安全協力委員会委

員長からの要請に応じ必要な措置を講ずる 
     


